
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
を
巡
る
各
国
の
立
法
措
置
の

動
き
が
加
速
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
国
際
的
潮
流
の

理
解
は
、
今
後
の
企
業
の
取
り
組
み
方
針
を
決
め
る

う
え
で
も
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、「
立
法

措
置
」
と
い
っ
て
も
本
来
は
そ
の
背
景
や
ア
プ
ロ
ー

チ
は
様
々
で
あ
る
と
こ
ろ
、
立
法
ス
ピ
ー
ド
が
加
速

化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
あ
ま
り
区
別

さ
れ
ず
に
混
然
一
体
と
な
っ
て
人
権
課
題
と
し
て
発

現
し
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
企
業
も
多
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
各
立
法
措
置
の
背
景

や
意
図
、
効
果
の
違
い
等
か
ら
俯ふ

瞰か
ん

的
に
分
類
す
る

こ
と
で
そ
の
理
解
を
深
め
、
今
後
の
展
望
を
検
討
し

た
い（
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
分
類
等
は
極
め
て

単
純
化
し
て
い
る
点
を
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
）。

様
々
な
立
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

各
国
で
見
ら
れ
る
立
法
措
置
に
関
し
て
は
、
い
く

つ
か
の
視
点
で
分
類
が
で
き
る
。

⑴
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
通
商
ア
プ
ロ
ー
チ

　

現
在
、
国
連
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原

則（「
指
導
原
則
」）等
の
考
え
方
か
ら
導
か
れ
る
立
法

措
置（
便
宜
的
に
「
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」）と
、
米

中
対
立
等
の
国
際
通
商
・
政
治
的
対
立
等
を
背
景
と

し
た
立
法
措
置（
便
宜
的
に
「
通
商
ア
プ
ロ
ー
チ
」）

と
が
混
在
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
伝
統
的
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
企
業
の
人
権
課
題
全
般
の
取
り
組
み
を
促

す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し（
図
の
左
）、
通
商
ア
プ
ロ

ー
チ
は
特
定
の
事
象
の
み
に
特
化
し
た
施
策
と
し
て

打
た
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
性
質
は
大
き
く
異
な

る（
図
の
右
）。
通
商
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
般
に
「
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
」
を
巡
る
立
法
措
置
と
分
類
さ
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
が
、
企
業
へ
の
影
響
は
大
き
く
、
整

理
し
て
理
解
を
し
て
お
く
必
要
性
は
高
い
。

⑵
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー

　

主
な
違
い
は
法
的
拘
束
力
の
差
で
あ
る
。
ソ
フ
ト

ロ
ー
は
、
国
家
等
に
よ
る
強
制
力
が
な
い
分
、
多
様

な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
立
場
を
踏
ま
え
た
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
ル
ー
ル
と
な
り
や
す
く
、
ま
た
国
境
を
問

わ
ず
に
適
用
で
き
る
と
い
っ
た
良
い
面
も
あ
る
一
方
、

ル
ー
ル
の
内
容
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
浸
透
に

も
長
期
間
を
要
す
る
等
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
指
摘
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
適
切
に

組
み
合
わ
せ
る
こ
と（
い
わ
ゆ
る
「
ス
マ
ー
ト
・
ミ

ッ
ク
ス
」）の
重
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑶
開
示
規
制
と
行
為
規
制

　

伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
企
業
の
取
り
組
み
を

開
示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
間
接
的
に
取
り
組
み
を
促

す
開
示
規
制
的
な
類
型
と
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ

ジ
ェ
ン
ス（
Ｄ
Ｄ
）の
実
施
自
体
を
直
接
義
務
付
け
る

行
為
規
制
的
な
類
型
が
あ
る
。

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー
弁
護
士

梅うめつ
津
英ひであ

き明

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」を
巡
る
立
法
措
置
の

国
際
的
潮
流

─�

様
々
な
立
法
ア
プ
ロ
ー
チ
の
整
理
と
展
望
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特集 人権を尊重する経営の促進

⑷
輸
入
規
制
と
輸
出
規
制

　

通
商
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
原
産
品
に
人
権
侵
害
の

疑
い
が
あ
る
場
合
等
の
輸
入
を
規
制
す
る
よ
う
な
輸

入
規
制
と
、
人
権
侵
害
に
使
わ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
技

術
等
の
輸
出
を
規
制
す
る
よ
う
な
輸
出
規
制
が
あ
る
。

前
者
は
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
上
流
に
お
け
る
人
権

課
題
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
後
者
は
顧
客
側
に

お
け
る
人
権
課
題
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
場
所
で
起
き
て
い
る
人
権
課
題
で
あ
る
こ
と
を
意

識
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

各
国
の
主
要
な
立
法
措
置
の
潮
流

　

現
在
、
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
①
ソ
フ
ト
ロ
ー

か
ら
ハ
ー
ド
ロ
ー
へ
、
ま
た
②
開
示
規
制
か
ら
行
為

規
制
へ
、
と
い
う
流
れ
が
強
ま
っ
て
い
る
。

　

２
０
１
１
年
の
指
導
原
則
の
採
択
以
降
、
ま
ず
は

ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
が
進
ん
で
き
た
が
、

そ
の
後
は
特
に
欧
州
を
中
心
に
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
の
動

き
が
強
ま
っ
た
。
開
示
規
制
の
例
の
１
つ
が
２
０
１

５
年
施
行
の
英
国
現
代
奴
隷
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
定
の
企
業
に
対
し
て
人
権
の
取
り
組
み
に
関
す
る

声
明
の
開
示
を
毎
年
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
日

本
企
業
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ん
だ
。
そ
の
後
も
豪

州
現
代
奴
隷
法（
２
０
１
９
年
施
行
）、
カ
ナ
ダ
現
代

奴
隷
法（
策
定
中
）等
、
同
種
の
立
法
も
続
い
て
い
る
。

　

他
方
で
、
開
示
に
限
ら
ず
人
権
Ｄ
Ｄ
自
体
を
義
務

付
け
る
流
れ
も
強
ま
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
企
業

注
意
義
務
法（
２
０
１
７
年
施
行
）、
オ
ラ
ン
ダ
の
児

童
労
働
Ｄ
Ｄ
法（
２
０
２
２
年
施
行
見
込
み
）、
ド
イ

ツ
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
法（
２
０
２
３
年
施
行
見

込
み
）等
は
、
一
定
の
企
業
に
人
権
Ｄ
Ｄ
の
実
施
自

体
を
義
務
付
け
る
。
ま
た
、
２
０
２
２
年
２
月
23
日

に
公
表
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
企
業
持
続
可
能
性
デ
ュ
ー
・

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
指
令
案
等
も
人
権
Ｄ
Ｄ
自
体
を
義

務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
通
商
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
米
国
ウ
イ

グ
ル
強
制
労
働
防
止
法（
２
０
２
１
年
12
月
成
立
・

２
０
２
２
年
６
月
施
行
）が
輸
入
規
制
の
代
表
例
で

あ
り
、
今
後
は
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
生
産
等
を

さ
れ
た
産
品
は
、
企
業
側
で
強
制
労
働
が
な
い
こ
と

の
証
明
が
で
き
な
い
限
り
原
則
輸
入
禁
止
に
な
る
等
、

大
き
な
影
響
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
輸
出
規
制
の

代
表
例
と
し
て
は
顔
認
証
・
監
視
技
術
等
を
巡
る
規

制
が
挙
げ
ら
れ
、
当
該
技
術
が
人
権
侵
害
に
使
わ
れ

な
い
よ
う
一
定
の
国
へ
の
輸
出
が
規
制
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
日
本
で
は
ま
だ
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
関

連
の
法
律
は
な
い
が
、
２
０
２
２
年
2
月
15
日
の
萩

生
田
光
一
経
済
産
業
大
臣
の
記
者
会
見
で
は
「
将
来

的
な
法
律
の
策
定
可
能
性
も
含
め
て
、
関
係
府
省
庁

と
と
も
に
さ
ら
な
る
政
策
対
応
に
つ
い
て
検
討
」
す

る
と
さ
れ
て
お
り
、
法
制
化
の
動
き
が
出
る
可
能
性

も
あ
る
。

今
後
の
立
法
措
置
の
展
望
と�

企
業
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢

　

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
や
行
為
規
制
化
の
動

き
は
今
後
も
続
く
と
思
わ
れ
、
ま
た
中
国
に
限
ら
ず

ロ
シ
ア
等
に
関
し
て
も
政
治
的
対
立
が
激
化
す
る
中
、

通
商
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
法
も
増
え
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
、
次
々
と
生
じ

る
立
法
対
応
に
追
わ
れ
続
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
点
、
法
令
遵
守
自
体
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
目
先
の
対
応
ば
か
り
に
追
わ

れ
る
と
、「
自
社
の
企
業
活
動
に
お
け
る
人
権
尊
重
」

と
い
う
本
来
の
目
的
を
見
失
い
、
法
律
を
「
遵
守
さ

え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
も
陥
り
か
ね
な
い
。

そ
の
た
め
、企
業
と
し
て
は
、立
法
対
応
に
追
わ
れ
て

本
来
の
目
的
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
前
の
平
時
に
お

け
る
取
り
組
み
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
単
な
る
形
式

的
な
法
律
遵
守
に
留
ま
ら
ず
、
自
社
事
業
の
ど
こ
に

人
権
課
題
が
あ
り
「
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
解
決
す
る

の
か
」
と
い
う
本
質
的
な
発
想
で
平
時
か
ら
の
取
り

組
み
を
進
め
て
お
く
こ
と
が
、
翻
っ
て
新
法
対
応
と

い
う
面
で
も
最
も
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

経済制裁等 輸出入規制等

人権課題

企業における人権課題全般の
取り組みを促す意図の規制

特定の局所的な人権課題
に限って適用される規制

人権DD
ステートメントの開示

行政罰等

企業の人権課題
全般

伝統的アプローチ 通商アプローチ
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